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平成２２年８月６日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 期限の利益存在確認等請求事件 

口頭弁論終結日平成２２年７月７日 

 

判     決 

原告     株式会社Ｘ 

被告     国 

 

主     文 

１ ＡのＢ信用金庫に対する別紙債務目録記載の各貸金債務について、Ａが同目録

のうち元利金の弁済方法の項にそれぞれ記載された分割返済の期限の利益を喪失

していないことを確認する。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

主文同旨 

第２ 事案の概要 

１ 争いのない事実等 

（１）別紙物件目録記載の各不動産（以下「本件不動産」という。）は、もと

Ａ（以下「Ａ」という。）の所有であったが、平成１８年３月２９日、同

月２８日譲渡担保を原因として原告が所有権を取得し、その旨の登記を経

由した（争いがない。）。 

（２）本件不動産には、Ｂ信用金庫（以下「Ｂ」という。）を抵当権者、Ａを

債務者、原告を連帯債務者とする、別紙抵当権目録記載の各抵当権（以下

「本件抵当権」という。）が設定されている（争いがない。）。 
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（３）Ａは、Ｂに対し、別紙債務目録記載の各債務（本件抵当権の被担保債務。

以下「本件債務」という。）を負担していたが、Ｃ信用組合の申立てによ

りＡのＢに対する預金債権について平成１８年７月１９日付けで差押命令

が発付された（神戸地方裁判所平成●●年（○○）第●●号）ことから、

Ｂは、同月２５日付けで、Ａに対し、本件債務の期限の利益を喪失したと

して、上記預金債権をもって本件債務とその対当額において相殺するとの

意思表示をした（甲３～５、弁論の全趣旨）。 

（４）原告は、平成１９年９月１３日、Ｂとの間で、本件債務を引き受ける旨

の合意をし（以下「本件債務引受け」という。）、重畳的債務引受契約証

書（甲６。以下「本件契約証書」という。）を作成した（争いがない。）。 

（５）被告は、平成２０年３月２１日、国税徴収法２２条１項及び３項に基づ

き、Ａに対する国税を徴収するため、Ｂに代位して、本件不動産について

担保不動産競売手続を申し立てた（神戸地方裁判所平成●●年（○○）第

●●号）。 

神戸地方裁判所は、同年８月６日、競売開始決定（以下「本件開始決定」

という。）を行い、同決定は、遅くとも同月１１日までにＢに対し通知さ

れた（甲８、乙２、弁論の全趣旨）。 

２ 本件は、原告が、Ｂは、Ａに対し、本件債務引受けの際、本件債務について

期限の利益を再度付与したか同利益を遡及的に復活させたにもかかわらず、被

告はこれを争っていると主張して、被告に対し、上記期限の利益を喪失してい

ないことの確認を求める事案である。 

本件の争点は、上記期限の利益の再度付与等の有無である。 

３ 当事者の主張 

（原告の主張） 

本件契約証書には「最終弁済期日平成３７年５月３１日、元利金の弁済方法 

弁済回数２４０回」、「最終弁済期日平成３８年２月２８日、元利金の弁済方
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法 弁済回数２４０回」などと明記されているところ、これが期限の利益を再

度付与したか復活させたものであることは明らかである。そうでないとすれば、

Ａ及び原告は、本件債務を直ちに一括弁済することを承諾したことになるが、

本件債務の額（平成１９年３月３１日現在で７４４７万６１８１円及び８４０

８万４４２５円）から見て、そのようなことはあり得ない。 

（被告の主張） 

本件契約証書には、ＢがＡに対して期限の利益を再度付与した旨の記載は全

く見当たらず、本件債務引受けの際にＢがＡに対して期限の利益を再度付与し

たとは認められない。Ｂは、本件抵当権をいつでも実行できる状態にしたまま

事実上の分割弁済を続けさせた方が得策との判断の下、従前どおり分割弁済を

続けさせようとしたに過ぎず、期限の利益を再度付与したものではない。 

仮に、Ｂが期限の利益を再度付与したとしても、それは本件開始決定後に本

件債務引受けの時に遡って付与することにしたものであるところ、国税徴収法

２２条３項に規定する代位実行後においては、被代位者である抵当権者は当該

代位実行に係る競売開始原因事実を消滅させる権能を失うと解されるから、Ｂ

が上記再度付与を行うことは許されない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 前記争いのない事実等に証拠（甲１、３～６、８、９、１４～１６、乙２～

４、証人Ｄ、同Ｅ、原告代表者）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認め

られる。 

（１）Ｂは、Ａに対し、別紙債務目録記載のとおり、平成１７年５月１２日に８

０００万円、平成１８年３月６日に８７５０万円の各貸付けを行い（本件債

務）、これを担保するため、Ａの所有する自宅（本件不動産）に抵当権（本

件抵当権）を設定した。 

（２）Ａは、美容整形のクリニックを営んでいた者であるが、資金繰りに苦しみ、

従兄弟であるＦが代表者を務める原告に資金援助を申し出ていた。原告は、
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これに応じ、その担保として、同月２８日譲渡担保を原因として本件不動産

の所有権を取得し、その旨の登記を経由した。 

（３）Ａは、原告の資金援助を得て本件債務の弁済を行っていたが、Ｃ信用組合

の申立てによりＡのＢに対する預金債権について同年７月１９日付けで差押

命令が発付されたことから、本件債務の期限の利益を喪失した。Ｂは、同月

２５日付けで、Ａに対し、上記預金債権（同日現在の預金残高は７２８６円）

をもって本件債務とその対当額において相殺するとの意思表示をした。 

（４）しかし、Ａは、その後も原告の協力を得て約定どおりの分割弁済を行い、

Ｂとの間で本件債務以外のものも含めた債務の履行について協議を続けた。

Ｂも、上記弁済が継続していた上、本件不動産について競売を行っても残債

務の回収には到底及ばない見込みであることなどから、本件抵当権を実行す

ることは見合わせていた。 

（５）他方、原告は、事実上、Ａに代わって本件債務の弁済を行っていたが、こ

れをＡに対する貸付金として税務処理していたところ、そのような処理は好

ましくなく早期に是正すべきとの指導を税理士から受けたことを機に、上記

弁済を原告自身のものとして行うべく本件債務を引き受けること（本件債務

引受け）を希望するようになった。 

（６）原告、Ａ及びＢは、平成１９年１月ころから、本件債務引受けについての

協議を始め、原告においては同年４月１３日の取締役会で承認が得られ、Ｂ

においても内部検討を重ねた結果、債権回収のためには現時点での競売は得

策ではないなどとして、本件債務引受けを承諾することとなり、同年９月１

３日、本件契約証書を作成して、本件債務引受けを行った。 

（７）本件契約証番には、原告はＡのために「債務の表示」記載の債務（本件債

務）を重畳的に引き受けＡと連帯して履行することを約し、Ａもこれに同意

したこと（第１条）、原告はＢに対し本件債務引受けの趣旨に従い債務の履

行をしなければならないこと（第２条）、Ｂは原告及びＡに対し同時に又は
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順次に債務の履行を請求することができること（第３条）、原告は期限の利

益喪失条項を含むＡとＢとの間の平成１６年４月１３日付信用金庫取引約定

書記載のすべての条項を承認の上、債務を履行することを約すること（第４

条）、Ａは本件債務引受けによっても本件債務は更改せず存続することを認

め引き続き本件債務を連帯保証すること（第５条）などが記載されており、

上記「債務の表示」欄には、最終弁済期日（平成３７年５月３１日と平成３

８年２月２８日）や元利金の弁済方法（弁済回数、元利金弁済額、弁済日）

などの記載がある。 

（８）その後、原告は、本件契約証書の約定に従い本件債務の弁済を行い、Ｂに

おいて本件抵当権の実行を検討することはなかった。ところが、Ａには国税

の滞納があったことから、被告は、平成２０年３月２１日、上記国税を徴収

するため、Ｂに代位して、本件不動産について担保不動産競売手続を申し立

て、同年８月６日、競売開始決定（本件開始決定）がされた。 

２ 前記１の認定事実によれば、Ｂは、本件債務についてＡが期限の利益を失っ

た後も、Ａに代わって本件債務の弁済を行っていた原告によって事実上約定ど

おりの分割弁済が続けられていた上、本件不動産について競売を行っても残債

務の回収には到底及ばない見込みであることなどから、本件抵当権を実行する

ことは見合わせていたところ、原告から本件債務引受けの希望が出され、内部

検討を重ねた結果、債権回収のためには現時点での競売は得策ではないなどと

して、本件債務引受けを承諾することとし、本件契約証書を作成したものであ

る。そして、本件契約証書には、期限の利益を再度付与させることなどを直接

的に表した条項は設けられていないものの、原告及びＡが連帯して履行すべき

債務の最終弁済期日は平成３７年５月３１日と平成３８年２月２８日であるこ

とや、その元利金を毎月末日限り４２万３９０６円と４６万３６４７円（最終

回は端数を加えた額）宛て分割弁済すべき旨が記載されている上、第４条（原

告は「期限の利益喪失条項を含む」ＡとＢとの間の平成１６年４月１３日付信
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用金庫取引約定書記載のすべての条項を承認の上、債務を履行することを約す

る。）のように原告が期限の利益を有することを前提とした条項もあるのであ

るから、Ｂは、Ａに対し、本件債務引受けの際、本件債務についての期限の利

益を再度付与したものと解するのが相当である。 

被告は、Ｂは、本件抵当権をいつでも実行できる状態にしたまま、事実上、

従前どおりの分割弁済を続けさせようとしたに過ぎず、法的に期限の利益を与

えたものではない旨主張するが、仮にそうであるとすると、原告及びＡは、本

件債務引受け後、本件契約証書に記載されたとおりの分割弁済を怠らなかった

場合でも、いつＢから本件抵当権を実行されるかもしれず、極めて不安定な立

場に置かれることになる反面、Ｂは、原告の重畳的債務引受けという債権回収

上の利益を得た上に、新たな期限の利益喪失事由がない場合でも、自己に有利

な時機にいつでも本件抵当権を実行できるということになるのであって、著し

く公平を欠くことになる。もちろん、本件債務引受けに際し、原告及びＡにお

いてそのような不利益、不均衡を理解した上であえてこれを甘受したとか、Ｂ

において原告及びＡにこれを強いたというような事情等があれば、それに従っ

た契約意思の解釈が行われるべきであるが、本件全証拠によっても、そのよう

な事情は認められない。被告は、「（株）Ｘによる債務引き受けの件」と題す

る書面（乙３）に、「債務引き受け手続きが完了しても、連帯保証人や債務者

の信用不安や、取引約定書に記載されている事項に違反した場合は、当庫から

の通知や催告等なく法的手続きを執る場合があることをご承知おきください。」

との記載があることをもって、上記事情の表れである旨主張するようであるが、

上記記載は、「連帯保証人や債務者の信用不安や、取引約定書に記載されてい

る事項に違反した場合は」という限定があることからも、本件債務引受け後は

期限の利益があることを前提に、同利益の喪失事由が発生した場合には本件抵

当権が実行されることがあるという当然のことを注意的に記載したものに過ぎ

ないと解され、期限の利益が失われた状態であることを前提に、一方的に「通
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知や催告等なく法的手続きを執る場合があること」を通知したものとは解され

ない。なお、本件契約証書の第５条には、Ａは本件債務引受けによっても本件

債務は更改せず存続することを認める旨の記載があるが、これは、本件債務引

受けが重畳的なものであって免責的なものではない旨を表したものと理解すれ

ば足り、本件債務引受け後も期限の利益が失われたままであることを意味する

ものとは解されない。 

第４ 結論 

以上の次第で、原告の請求は理由があるから、認容する。 

 

神戸地方裁判所第２民事部 

裁判官     木太伸広 


